
 第３６回 芦屋市建築審査会 会議要旨 
 
日  時 平成18年12月7日（木） 15：00～17：00 
場  所 北館2階 第3会議室 
出 席 者 会  長 今中利昭 

会長代理 山崎古都子 
委  員 鶴林 泉，杉本浩康 
事 務 局 建設部建築指導課 

会議の公表 □ 公 開      □ 非公開      ■ 部分公開 
＜非公開・部分公開とした場合の理由＞ 
 個人に関する情報が含まれるため，審議内容を一部非公開とした。 

傍聴者数 0人 
 

１ 議題 

  議案第１号 

  道路に接しない敷地内に一戸建ての住宅を新築する件（月若町）について 

事務局：諮問事項の説明を行った。 

会 長：以前と異なるところはどこか。 

事務局：間取りぐらい。ほとんど大差なし。 

委 員：南側隣地の物件も但し書き許可で建っているのか。 

事務局：詳細についてはわからないが，通路部分が敷地面積に含まれていないため，

何らかの形で通路が担保されていたものと思われる。 

     西側隣地は通路部分を敷地に取り込んでいるため，現在植え込みになって

いるのではないか。 

委 員：西側隣地及び南西側隣地の敷地所有者は，通路部分の使用承諾をしている

のか。 

事務局：現在植え込みになっている部分を含め，承諾している。植え込みさえ撤去

すれば包括同意となる案件である。 

委 員：通路がなぜ植え込みになっているのか。行政の指導等はなかったのか。 

事務局：位置指定道路等，基準法上の道路であれば一定の指導はできたと思うが，

単なる通路であれば指導は難しい。 

会 長：本件についてはこれで同意ということでよろしいか。 

各委員：はい，よろしい。 

 

議案第２号及び第３号 

道路内に防災倉庫を新築する件（船戸町）道路内に防災倉庫を新築する件（三条南

町）について 

事務局：諮問事項の説明を行った。 

会 長：本件については従前の例に倣い，これで同意ということでよろしいか。 

各委員：はい，よろしい。 

 

議案第４号 

建築基準法第 44 条第１項に基づく道路内の建築制限における許可の包括同意につい

て 

  委 員：緑地又はポケットパークでも道路幅員に含まれるということは，その部分の

み道路幅員が広がっているのか。 



  事務局：そのようになる。 

  委 員：予定されている対象物件は。 

  事務局：現時点ではあと 2 件ほど建築を予定している。 

  会 長：本件についてはこれで同意ということでよろしいか。 

各委員：はい，よろしい。 

 

議案第５号 

建築基準法第 42 条第 2 項道路の未指定にかかる審査請求について 

  各委員間で慎重に審議を行い，裁決に至った。 

  〔裁決〕 

  本件審査請求を棄却する。 

                            以 上 

 


